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板倉町予算決算常任委員会

議事日程（第２号）

平成２８年１２月１４日（水）午前９時２０分開会

１．開 会

２．挨 拶

３．審査事項

（１）議案第５６号 平成２８年度板倉町一般会計補正予算（第５号）について
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②質疑

③採決
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開 会 （午前 ９時２０分）

〇開会の宣告

〇伊藤良昭事務局長 それでは、ただいまより予算決算常任委員会を開会いたします。

〇委員長挨拶

〇伊藤良昭事務局長 開会に当たりまして、今村委員長よりご挨拶をいただきたいと思います。

〇今村好市委員長 ただいま本会議におきまして本委員会へ付託されました補正予算関係の議案について審

査をいたします。委員及び執行部の皆さんについては、よろしくお願いしたいと思います。

なお、各委員からの質問については、慣例により行いますので、よろしくお願いいたします。

〇伊藤良昭事務局長 ありがとうございました。それでは、次第に基づきまして進めてまいりたいと思いま

すが、３番、審査事項につきましては、今村委員長におきまして進行をお願いいたします。

〇議案第５６号 平成２８年度板倉町一般会計補正予算（第５号）について

〇今村好市委員長 それでは、進めさせていただきます。早速ですが、本委員会に付託されました議案第56号

平成28年度板倉町一般会計補正予算（第５号）について、担当課長からの説明をお願いいたします。

小嶋企画財政課長。

［小嶋 栄企画財政課長登壇］

〇小嶋 栄企画財政課長 それでは、議案第56号であります平成28年度一般会計補正予算（第５号）につき

まして、詳細の説明をさせていただきます。

概要につきましては、先ほどの町長の提案理由のとおりでありますので、詳細について私のほうから説明

させていただきます。今般の補正につきましては、総額から歳入歳出それぞれ２億5,315万円を減額するも

のでありまして、歳入歳出総額を66億6,079万1,000円とするものでございます。債務負担行為補正につきま

しては第２表、地方債補正につきましては第３表のとおりでありますので、よろしくお願い申し上げます。

それでは、細部につきましてご説明いたします。次のページをお開きいただきたいと思います。２ページ、

３ページでありますが、第１表であります。町長の提案理由のとおりでありますので、このページにつきま

しては省略させていただきたいと思います。

続きまして、４ページをお開きいただきたいと思います。第２表、債務負担行為補正であります。まず、

追加でございますが、庁舎用地造成工事費、平成29年度、5,314万円でございます。この造成工事は、平成28年

度、29年度の２カ年事業となることから、新たに設定させていただくものでございます。

次に、非常用電源設備整備工事でございますが、平成29年度から平成30年度まで、4,965万円。この工事

につきましても、３カ年事業となるため、平成29年度、30年度を期間として新たに設定させていただくもの

でございます。

次に、変更でございますが、庁舎建設工事監理業務委託料でありますけれども、変更前、平成29年度、2,625万

円を、変更後、平成29年度から平成30年度まで、限度額は同額でございます。

次に、庁舎建設工事費でありますが、変更前、平成29年度、11億7,000万円を、平成29年度から平成30年

度まで、８億6,476万円に限度額を変更するものでございます。
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この庁舎建設監理業務及び庁舎建設工事に関しましては、平成28年度、29年度の２カ年事業から、平成30年

度までの３カ年事業となるため、設定期間を変更するものでございます。

また、庁舎建設工事につきましても、入札結果及び外構工事が次年度以降になるために、限度額を減額す

るものでございます。

次のページをお願いいたします。５ページでございますが、第３表、地方債補正であります。地方債補正

につきましては、先ほど町長のほうから提案理由で申し上げましたとおり、一般事業債から緊急防災・減災

事業債まで、それぞれ減額するものでございます。今般の補正でありますが、入札結果及び庁舎建設工事が

28年度から29年度の２カ年事業から、平成30年度までの３カ年事業になるため、借り入れを後年度にするた

めの補正であります。

まず、一般事業債でありますが、平成28年度借り入れから平成30年度に変更するものでございます。

次に、公共事業等債でありますが、平成23年度借り入れから平成29年度以降の借り入れに変更するため減

額するものでございます。

［「平成23年度ではない。平成28年度」と言う人あり］

〇小嶋 栄企画財政課長 失礼しました。公共事業等債につきましては、平成28年度借り入れから平成29年

度以降借り入れに変更するものでございます。

次に、３段目、４段目の緊急防災・減災事業でありますが、入札結果及び３カ年の事業になるため減額す

るものでございます。

続きまして、６ページをお願いしたいと存じますが、歳入歳出予算補正事項別明細書であります。詳細に

ついて説明申し上げますので、６ページ、７ページにつきましては省略させていただき、８ページをお開き

いただきたいと思います。歳入でございますけれども、今般の歳入は歳出の減額による歳入の減額補正とな

りますので、まず歳出から説明させていただきたいと思います。

恐れ入りますが、10ページをお開きいただきたいと思います。まず、歳出でございますが、２款１項17目

庁舎建設費を２億5,315万円減額するものでございます。

庁舎建設事業につきましては、当初７億8,000万円を、今般２億350万円減額するものでございます。

続きまして、非常用電源設備工事でありますが、当初8,275万円を4,965万円減額するものであります。

先ほど来説明しておりますが、入札結果及び平成28年度、29年度事業から、平成30年度までの３カ年事業

となるため、それぞれ減額するものでございます。

恐れ入りますが、戻っていただきまして、８ページ、９ページをお願いしたいと思います。今般の補正に

つきましては、先ほど説明申し上げましたが、歳出の減額によります歳入の補正であります。今般の補正に

つきましては、国庫支出金を816万8,000円減額するものでありますが、これは国庫支出金につきまして、平

成28年度申請の予定でありました。それを、申請年度を29年度以降にするため減額するものでございます。

続きまして、繰入金と町債の関係でございますけれども、町債につきましては先ほどご説明したとおりで

ございます。今般の２カ年事業から３カ年事業に計画を変更するのですけれども、町債についてはなるべく

後年度の借り入れとしたいため、その分庁舎建設の基金を追加するものであります。ですから、繰入金につ

きましては庁舎建設基金を１億2,000万円追加し、町債につきましては全体で２億7,800万円を減額するもの

となってございます。また、財政調整基金につきましては、補助金、町債の減額等によります調整をするた
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め、財政調整基金につきましては8,698万2,000円を減額するものとなってございます。

一番最後のページでございますが、参考でございますけれども、地方債に係ります調書でありまして、28年

度末、一番右の下でございますが、28年度末の現在高につきましては39億6,613万4,000円となる見込みとな

ってございます。

以上で、平成28年度一般会計補正予算（第５号）の詳細な説明とさせていただきます。ご審議の上、採択

決定もらえますようよろしくお願いいたします。

〇今村好市委員長 説明が終わりました。

これより質疑を行います。質疑ありませんか。

［「なし」と言う人あり］

〇今村好市委員長 質疑なしの声がありましたので、質疑なしと認め、質疑を終結いたします。

議案第56号 平成28年度板倉町一般会計補正予算（第５号）について採決を行います。

原案のとおり可決すべきものと決することに異議ありませんか。

［「異議なし」「異議あり」と言う人あり］

〇今村好市委員長 異議ありの声がありましたので、挙手によって採決を行います。

議案第56号 平成28年度板倉町一般会計補正予算（第５号）について、原案のとおり可決すべきものと決

することに賛成の方は挙手願います。

［挙手多数］

〇今村好市委員長 挙手多数であります。

よって、議案第56号は原案のとおり可決すべきものと決しました。

〇閉会の宣告

〇今村好市委員長 慎重な審議ありがとうございました。

以上をもちまして予算決算常任委員会を閉会といたします。

閉 会 （午前 ９時３２分）
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